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地方自治法第９６条第２項の規定により議会の議決すべき事件を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第２項の規定

に基づき、大田原市議会（以下「議会」という。）の議決すべき事件について定める

ものとする。 

（議会の議決すべき事件） 

第２条 議会の議決すべき事件は、法令又は他の条例に定めるもののほか、次のとお

りとする。 

⑴ 大田原市自治基本条例（平成２５年条例第３５号）第１３条第１項に規定する

総合計画に係る基本構想の策定に関すること。 

⑵ 姉妹都市の締結又は友好親善都市の盟約に関すること。

⑶ 定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日付け総行応第３９号総務事

務次官通知）に定める定住自立圏形成協定の締結、変更、又は同協定の廃止を求

める旨の通告に関すること。 

 （条例の見直し） 

第３条 前条の規定に関わらず、社会変化の状況等を踏まえ、必要に応じて、この条

例の改正を行うことができるものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年７月１日から施行する。 

 （大田原市定住自立圏形成協定の議決に関する条例の廃止） 

２ 大田原市定住自立圏形成協定の議決に関する条例（平成２５年条例第１９号）は、

廃止する。 




